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令和６年度の変更点について 

・ 「６ 服務上の取扱い」（３ページ・１２ページ）に、個人受診の場合における服務上の 

取扱いについて追記。 

 ・ 「11 結核の定期健康診断の実施報告について（学校のみ）」（４ページ）を追記。 

 ・ その他文言を見直しし、整理した。 
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Ⅰ     令和６年度 教職員定期健康診断実施要項 

 第１ 一般的事項 

  

１ 目 的 

   宮城県教育委員会に属する教職員の健康管理の徹底を期するため、労働安全衛生法（昭和

４７年法律第５７号）、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）及び宮城県教育委員会教

職員安全衛生管理規程（平成２年宮城県教育委員会訓令甲第４号）に基づく定期健康診断を

適切に実施し、健康の保持増進及び疾病の早期発見と治療の促進を図ることを目的とする。 

 ２ 主 管 

宮城県教育庁福利課 

 ３ 検査種目、検査項目等  （新規採用教職員については、別に要項を定める） 

 検査種目 検査項目 対象者 

１ 結核検診 

胸部Ｘ線デジタル撮影 全教職員 

精密検査 
一般項目 Ｘ線デジタル撮影の結果、精密

検査が必要と判定された者 断層撮影 

２ 

基      
   
本 
   
検 
            
診 

身長・体重・視力検査・腹囲 全教職員 

血圧・ 

尿検査 

血圧測定 

尿検査（糖・蛋白・潜血・ウロビリ
ノーゲン） 

全教職員 

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

（医師による診察） 
全教職員 

聴力検査 1,000・4,000 ヘルツ 全教職員 

血液検査 
 

貧血検査 
｛Ｒ （赤血球数）・Ｈb（血色素量） 

・Ｈt （血球容積）｝ 

白血球数 

血小板数 
肝機能検査 
（GOT・GPT・γ-GTP） 

血中脂質検査 

｛LDL（低比重リポ蛋白コレステ
ロール）HDL（高比重リポ蛋白コレ
ステロール）・TG（中性脂肪）｝ 

血糖検査 

（空腹・随時検査・HbA1c） 

尿酸 クレアチニン・eGFR 

全教職員 

心電図検査 全教職員 

眼底検査 医師の指示のあった者 

３ 胃検診 

胃部Ｘ線撮影（デジタル撮影） 
４０歳以上の全教職員 

３０歳以上４０歳未満の希望者 

胃ファイバースコープ 

上記対象者のうち身体の障害
（肢体不自由等）及び間接撮影
検査が受診できないと医師が認
める者 

   《参考》 ３０歳以上の者・・・平成７年４月１日以前生まれの者 

           ４０歳以上の者・・・昭和６０年４月１日以前生まれの者 

１ 



 

 ４ 対象教職員   

  宮城県教育委員会行政組織規則（昭和４１年教育委員会規則第４号）第３条に規定する  

本庁、地方機関及び教育機関の次に掲げる職員 

（１） 正規職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する   

一般職の職員）。 

  （２） 高等学校における臨時的任用職員取扱要綱第２に定める臨時的任用職員。 

（３） 義務教育諸学校等における臨時的任用職員取扱要綱第２に定める臨時的任用職員の 

うち、県立学校に任用されている職員。 

（４） 非常勤の講師の任用等に関する要綱第２に定める非常勤講師で、１週間の勤務時間

が正規職員のおおむね２分の１以上であり、４月から年間を通した雇用が見込まれる

職員。 

（５） 宮城県教育委員会に属する会計年度任用職員取扱要綱第２条に定める会計年度任用

職員で４月から年間を通した雇用が見込まれ、１週間の所定労働時間数が正規職員の

おおむね２分の１以上である職員。ただし、欠員・産休・育休及び病気休職の代替とな

る会計年度任用職員については、４月からの雇用を条件としない。 

（６） 宮城県教育委員会に属する技能労務職員に係る臨時的任用職員取扱要綱第２に定め

る臨時的任用職員。なお、欠員・産休・育休及び病気休職の代替となる技能労務職員に

ついては、４月からの雇用を条件としない。 

（７） 宮城県教育委員会事務局等における臨時的任用職員取扱要綱第２に定める臨時的任

用職員。なお、欠員・産休・育休及び病気休職の代替となる臨時的任用職員について

は、４月からの雇用を条件としない。 

  （８） 他の地方公共団体等から教育委員会に派遣されている職員。 

  （９） その他、実施者が必要と認める職員。 

※ 注：団体職員等については対象としない。 

５ 受診を免除できる者及び免除できる検診     （【凡例】○：免除可 ×：免除不可） 

 免除対象者区分 結核検診 基本検診 胃検診 備考 

１ 令和６年度新規採用者 ○ × × 
採用時に受診

している場合 

２ 妊娠中の者 ○ × ○  

３ 
各種休暇等（産休・育休・病休・

休職中）の者 
○ ○ ○ 【※１】参照 

４ 人間ドック受診者 ○ ○ ○ 【※２】参照 

５ 肺がん検診受診者 ○ × ×  

６ 
個人で医師の診察を受けてい

る者（経過観察者を含む。） 
○ ○ ○ 

検査項目の漏れ

がないように 

７ 

定期健康診断の対象となる臨

時的任用職員、会計年度任用

職員等 

○ ○ ○ 
１年以内に受診

している項目（任

用内申時等） 

 【※１】各種休暇等（産休・育休・病休・休職中）の者 

   体調等の理由により、免除できるものとするが、健康診断の期日等についての案内は 

必ず行うこと。 

 

２ 



 

【※２】人間ドック受診者の取扱い 

     人間ドック受診者は、その結果を定期健康診断の結果に替えるので、上記５の表中の４ 

のとおり、所属所において実施する結核検診・基本検診・胃検診（対象年齢の者）はすべ 

て免除し、本人の希望による受診も不可とするので、受診者の取扱いには十分注意する  

こと。 

    なお、受診者の都合等により人間ドック受診を辞退した場合は、定期健康診断の受診対 

象となるので、必ず受診させること。 

 

 ６ 服務上の取扱い 

職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年宮城県条例第８号）第２条第２号の

規定により、職務に専念する義務を免除する。 

   なお、免除手続きは、平成１３年３月２７日付け教第５０６号による教育長通知の記１（３）

④により、健康診断実施通知による包括承認とする。 

（１） 承認期間は、職務の円滑な遂行に支障のない範囲において、検診を受ける期間（往復 

に要する時間を含む。）とする。 

      ※ 個人受診する場合は、厚生計画外となるため、年次有給休暇を取得すること。 

 

（２） 第一次検診の結果、異常所見などがあるため、医師の指示によりその原因を特定す 

るための精密検査又は再検査を必要とする場合には、当該検査を受ける期間（往復に  

要する時間を含む。）について職務に専念する義務を免除する。 

     なお、当該検査においては、その回数にかかわらず職務に専念する義務を免除し、  

また、当該検査の手続きのために医療機関へ赴く際も、職務に専念する義務を免除 

する。 

ただし、検査結果を聞くためだけの場合には免除されないので注意すること。 

  

７ 実施方法 

     検査種目毎の実施方法は、「第２ 各検診実施細目」による。 

 

８ 健康診断結果の記録 

     所属長は、健康診断結果を教職員健康診断票（第２号様式）に記入するとともに、結果個人 

  票は健康管理記録簿に綴り込み保管すること。 

   なお、人間ドック受診者の検査結果については、「人間ドック受診者検診結果報告書」（別

紙様式１）により必要な健診項目の結果を、また、個人受診者の検査結果については、   

「健康診断結果票（個人受診者用）」（別紙様式２）又はその結果を証明する書面を提出   

させ、教職員健康診断票に記載すること。 

 

９ 事後措置 

所属長は、健診の結果、所見のあった者については、指導事項により適切な措置を講ずると 

ともに、その結果を「第３  教職員定期健康診断事後措置」に基づき、別紙「宮城県教職員定期健

康診断再検査等実施報告書」により検診種目毎に必ず報告すること。  

ただし、結核検診において健診委託機関で再検査を受診しなかった者については、再検査等

終了後その結果を直ちに報告すること。 

   なお、該当者がいない場合もその旨を報告すること。       

３ 



 

※  令和６年度分 宮城県教職員定期健康診断再検査等実施報告書 

報告期限：結核検診・基本検診・胃検診・・・令和７年１月２０日（月） 

 

10 受診免除者の報告 

教職員の中に健康診断受診免除となる教職員がいる場合には、「宮城県定期健康診断受診

免除者名簿（別紙様式３）を作成し、指定の期日までに報告すること。 

ただし、人間ドック受診による受診免除の場合は、報告を要しない。 

   なお、胃検診については、４０歳以上で受診免除となる場合に報告すること。 

 

※ 令和６年度分 宮城県教職員定期健康診断受診免除者名簿 

報告期限：結核検診・基本検診・胃検診・・・令和６年１２月２０日（金） 

 

11 結核の定期健康診断の実施報告について（学校のみ） 

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第５３条の７及び同法施行規

則第２７条の５の規定により、結核の定期健康診断の結果について、一月ごとに取りまとめ、

翌月１０日までに学校の所在地を管轄する保健所長宛て報告すること。 

 

（１） 仙台市内に所在する県立学校は、以下のＵＲＬから様式をダウンロードして保健所 

（支所）宛てに提出すること。 

「結核定期健康診断の報告」のページ内「報告書様式」 

https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-

kansen/download/bunyabetsu/kenko/iryo/kekkakukenshinhokoku.html 

※ 令和５年度分より電子申請による提出も可能。 

詳細については、毎年仙台市保健所（支所）から送付される文書を確認のこと。 

（２） 仙台市以外に所在する県立学校は、以下のＵＲＬから様式をダウンロードして、保健

所（支所）宛てに報告すること。 

「結核対策について」のページ下方「各種届出用紙」） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-hc/shippei-kekkaku.html 

【参考】宮城県内の保健所一覧（仙台市を含む） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/hokenjo-top.html 

 

 12 個人情報の取扱いについて 

   健康診断結果等の個人情報の取扱いについては、福利課において健診委託機関に対し関係

法令に基づき適切に取り扱うよう指示することとしている。各所属所においても所属教職員

の健康診断結果等が送付された場合は、厳重かつ適切に取り扱うこと。 

 

13 定期健康診断の結果の提供について 

   高齢者の医療の確保に関する法律第２７条第３項の規定により、４０歳以上の教職員に 

ついては、定期健康診断の結果を医療保険者（公立学校共済組合等）へ提供することとする。 

これは、平成２０年４月から４０歳以上を対象として、特定健康診査が実施されることに

伴い、定期健康診断を受診した場合は、その結果を医療保険者（公立学校共済組合等）が   

受領することにより特定健康診査を行ったものとされるためである。   

４ 

https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-kansen/download/bunyabetsu/kenko/iryo/kekkakukenshinhokoku.html
https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-kansen/download/bunyabetsu/kenko/iryo/kekkakukenshinhokoku.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-hc/shippei-kekkaku.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/hokenjo-top.html


 

第２ 各検診実施細目 

 １ 結核検診及び基本検診 

（１） 健診実施方法 

      健診委託機関の巡回健診車により、原則として各所属所において実施する。 

  （２） 健診日程 

      健診委託機関と調整の上、別途通知する。 

     

（３） 受診予定者名簿 

         イ 受診予定者名簿を健診委託機関で作成の上、送付する。 

※ 旧姓使用の教職員について 

健診上で使用する名簿及び受診票等の氏名は、「戸籍上の氏名」となる。 

         ロ 受診予定者名簿を各所属所で確認の上、受診対象者を決定する。 

     ハ 名簿に記載のない教職員がいる場合は、追加で記載することとする。 

       ニ 作成した受診対象者名簿は、直接、健診委託機関に提出する。 

         ホ 提出された受診対象者名簿に基づき、健診委託機関が氏名等を印刷した受診票を 

後日、各所属所へ送付する。 

     ヘ 受診予定者名簿を提出後に、個人受診や病休等の受診異動があった場合は、速や 

かに福利課に「教職員定期健康診断異動連絡票」（別紙様式６－１または別紙様式６

－２）を提出すること。 

     

（４） 受診上の注意事項 

         イ 受診時の服装は、Ｘ線検査や聴打診等を受けやすいものにすること。 

         ロ 受付時間を厳守すること。 

         ハ 血液検査を受ける場合：午前受診の場合は朝食を、午後受診の場合は昼食をとら 

      ないこと。 

※ 「ＨｂＡ１ｃ」の検査には空腹時間の制限はないが、空腹時血糖、中性脂肪値 

への影響が考えられるため。 

   

（５） 未受診者の取り扱い 

     イ 自所属の巡回健診日に受診できない場合 

他所属の健診日に受診できるか、相手の所属へ確認の上、受診すること。 

     ロ やむを得ず巡回健診期間に受診できない場合 

福利課が指定した期間内に、健診委託機関の施設において受診すること。（後日

福利課から通知する。） 

       ※ いずれの場合も受診の際は、必ず本人に「受診票」を持参させること。 

   

（６） 健康診断結果の通知  

         健診委託機関から所属長宛て通知する。 

（７） 再検査等の受診について 

      結核検診の再検査等は健診委託機関で実施する。 

      基本検診の結果、再検査の指示があった者は、速やかに医療機関等で受診すること。 

５ 



 

 ２ 胃検診 

  （１） 健診実施方法 

      健診委託機関の巡回健診車により、原則として各所属所において実施する。 

  （２） 健診日程 

      健診委託機関と調整の上、別途通知する。 

 

    （３） 受診対象者名簿 

         イ 名簿は、福利課において作成し、送付する。 

         ロ 名簿は、３０歳以上の教職員を記載するので４０歳以上で受診しない教職員に 

ついては、その理由を明記する。また、３０歳以上４０歳未満の職員については  

希望を確認のうえ受診の有無を記入する。 

     ハ 名簿に記載のない教職員の名簿は、「宮城県教職員定期健康診断（胃検診）受診者 

名簿」（別紙様式４）により作成する。 

         ニ 名簿の提出については、別途通知する。 

        ホ 提出された受診対象者名簿に基づき、健診委託機関が氏名等を印刷した受診票を 

後日、各所属所へ送付する。 

     ヘ 名簿を提出後に、個人受診や病休等の受診異動があった場合は、速やかに福利課 

に「教職員定期健康診断異動連絡票」（別紙様式６－１または別紙様式６－２）を提

出すること。 

 

（４） 受診上の注意事項 

     イ 受診時の服装は、Ｘ線検査を受けやすいものとすること。 

         ロ 受付時間を厳守し、受診者自ら直接受け付けをすること。 

         ハ 受診前夜は飲酒をしないこと。また、夕食は午後８時までに済ませること。 

         ニ 胃検診当日は、朝から終了時まで何も食べないこと。 

         ホ 受診者は、受診票の問診事項を必ず記入の上受診すること。 

     ヘ 受診者のうち、身体の障害（肢体不自由等）及び胃部Ｘ線撮影検査が受診できない

と医師が認める者がいる場合には、「胃ファイバー検査受診願」（別紙様式５）を福

利課長宛て提出すること。 

※ 「胃部Ｘ線撮影検査が受診できないと医師が認める者」については、「胃ファイ

バー検査受診願」（別紙様式５）において、医師による指示等の記入または証明書

類等（写）を添付すること。 

    

（５） 未受診者の取り扱い 

     イ 自所属の巡回健診日に受診できない場合 

他所属の健診日に受診できるか、相手の所属へ確認の上、受診すること。 

     ロ やむを得ず巡回健診期間に受診できない場合 

福利課が指定した期間内に、健診委託機関の施設において受診すること。（後日

福利課から通知する。） 

       ※ いずれの場合も受診の際は、必ず本人に「受診票」を持参させること。 

 

６ 



 

（６） 健康診断結果の通知 

          健診委託機関から所属長宛て通知する。 

 

（７） 精密検査の受診について 

           検査の結果、精密検査等が必要と判断された者は、速やかに医療機関等で受診する 

こと。 
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第３ 教職員定期健康診断事後措置 

 

 １ 目 的 

     教職員を対象として行われた定期健康診断（人間ドック及び個人受診を含む。）の事後措 

置を円滑かつ完全に実施することにより、教職員の健康管理の徹底を図る。 

 

 ２ 健康診断結果通知に基づく処理 

   定期健康診断受診者については結果通知の所見・指導区分及び特別事項に基づき、また、 

人間ドック受診者及び個人受診者については、「人間ドック受診者検診結果報告書」（別紙 

様式１）、「健康診断結果票（個人受診者用）」（別紙様式２）又はその結果を証明する         

書面に基づき、所属長は、生活規正・医療の面で、勤務の軽減及び医療を必要とする教職員に

対し、速やかに適切な処置を講ずること。（指導区分は別表のとおり。） 

 

 ３ 再検査の受診及び報告 

   所属長は、要再検及び要医療該当者に対して、結果通知書、共済組合員証及び教職員健康 

管理記録簿等を持参の上、最寄りの医療機関で受診させ、その結果を別紙様式により職員  

安全衛生管理者（副教育長）に報告すること。 

 

 ４ 結果の記録 

   再検査又は精密検査の結果を、教職員健康管理記録簿に綴り保管すること。 

 

 ５ その他 

   服務上の取扱いは、「第１ 一般的事項６－（２）」のとおりとする。 

 

 別 表 

指 導 区 分 

（学校保健安全法施行規則による）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 活 規 正 の 面 医 療 の 面 

Ａ 要休業 
勤務を休む必要のあ

るもの １ 要医療 
医師による直接の医療行為

を必要とするもの 

Ｂ 要軽業 
勤務に制限を加える

必要のあるもの 

２ 要観察 

医師による直接の医療行為

を必要としないが、定期的に

医師の観察指導を必要とす

るもの Ｃ 要注意 
勤務をほぼ平常に行

ってよいもの 

３ 健 康 
医師による直接、間接の医療

行為を必要としないもの Ｄ 健 康 
全く平常の生活でよ

いもの 

８ 



 

第４ 定期健康診断事後指導 

 

 １ 目 的 

     宮城県教育委員会に属する教職員の健康管理の一環として、健康管理医が配置されて  

いない所属所に勤務する教職員の健康保持増進を図るため、定期健康診断の結果を基に、  

疾病の予防及び早期発見に努めるとともに、適正な保健管理を行う。 

 

 ２ 対象者 

     教職員数が５０人未満のため、健康管理医が選任されていない地方機関及び教育機関に 

勤務する教職員で基本検診の総合判定が「Ｃ 要再検査」又は「Ｄ 要医療」に該当する者。 

      ただし、下記３（２）のうち生活指導該当者で、特定保健指導を受ける場合は対象外と   

する。 

 

 ３ 実施方法 

  （１） 医師による指導区分の決定 

      基本検診の総合判定が「Ｃ 要再検査」又は「Ｄ 要医療」に該当する者の診断結果

について、健診委託機関の医師が「定期健康診断事後指導票」（任意様式）を作成の

上、面接指導等の指導区分を決定する。 

  （２） 定期健康診断事後指導票の送付 

      上記（１）で作成した「定期健康診断事後指導票」については、指導区分決定後に速

やかに所属長宛て送付する。 

 

  （３） 面接指導の実施 

      上記（１）で面接指導が必要と判断された者は、後日日程を調整の上、巡回により健

診委託機関の保健師又は管理栄養士による指導を受ける。また、指導を受けた者の指

導内容については、指導終了後速やかに親展扱いの封書で本人宛て送付する。 

 

 ４ 結果の記録 

    送付された「定期健康診断事後指導票」等は、教職員健康管理記録簿に綴り保管する。 

 

５ その他 

      当日の服務の取扱いについては、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年宮 

城県条例第８号）第２条第２号の規定により服務に専念する義務を免除する。 

   なお、免除手続きは、平成１３年３月２７日付け教第５０６号教育長通知に基づき、包括 

承認とする。 

 

 

 

 

 

９ 



 

Ⅱ       令和６年度 新規採用教職員健康診断実施要項 

 

１ 目 的 

   労働安全衛生規則に基づき、正規に採用された教職員に「新規採用教職員健康診断」を  

適切に実施し、健康の保持増進及び疾病の早期発見と治療の促進を図ることを目的とする。 

 

２ 主 管 ： 宮城県教育庁福利課 

 

３ 検査種目、検査項目等 

 検査種目 検査項目 対象者 

１ 結核検診 

胸部Ｘ線デジタル撮影 全教職員 

精密検査 
一般項目 Ｘ線デジタル撮影の結果、精

密検査が必要と判定された者 断層撮影 

２ 

基      
   
本 
   
検 
            
診 

身長・体重・視力検査・腹囲 全教職員 

血圧・尿検査 

血圧測定 

尿検査（糖・蛋白・潜血・ウロビリ
ノーゲン） 

 

全教職員 

 

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

（医師による診察） 
全教職員 

聴力検査 1,000・4,000 ヘルツ 全教職員 

血液検査 
 

貧血検査 
｛Ｒ （赤血球数）・Ｈb（血色素量） 

・Ｈt （血球容積）｝ 

白血球数 

血小板数 
肝機能検査 
（GOT・GPT・γ-GTP） 

血中脂質検査 

｛LDL（低比重リポ蛋白コレステ
ロール）HDL（高比重リポ蛋白コレ
ステロール）・TG（中性脂肪）｝ 

血糖検査 

（空腹・随時検査・HbA1c） 

尿酸、クレアチニン・eGFR 

全教職員 

Ｃ型肝炎ウイルス検査 希望者 

心電図検査 全教職員 

眼底検査 医師の指示のあった者 

３ 胃検診 

胃部Ｘ線撮影（デジタル撮影） 
４０歳以上の全教職員 

３０歳以上４０歳未満の希望者 

胃ファイバースコープ 

上記対象者のうち身体の障害
（肢体不自由等）及び間接撮影
検査が受診できないと医師が認
める者 

   《参考》 ３０歳以上の者・・・平成７年４月１日以前生まれの者 

           ４０歳以上の者・・・昭和６０年４月１日以前生まれの者 
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４ 対象教職員   

  （１） 宮城県教育委員会行政組織規則（昭和４１年教育委員会規則第４号）第３条に規定す

る本庁、地方機関及び教育機関に令和６年度 新規に採用された正規教職員。 

      ※ 臨時的任用職員、会計年度任用職員等は除く。 

 

 

５ 受診を免除できる者及び免除できる検診     （【凡例】○：免除可 ×：免除不可） 

 免除対象者区分 結核検診 基本検診 胃検診 備考 

１ 令和６年度新規採用者 ○ × × 
採用時に受診

している場合 

２ 妊娠中の者 ○ × ○  

３ 
各種休暇等（産休・育休・病休・

休職中）の者 
○ ○ ○ 【※１】参照 

４ 人間ドック受診者 ○ ○ ○ 【※２】参照 

５ 肺がん検診受診者 ○ × ×  

６ 
個人で医師の診察を受けてい

る者（経過観察者を含む。） 
○ ○ ○ 

検査項目の漏れ

がないように 

【※１】各種休暇等（産休・育休・病休・休職中）の者 

     体調等の理由により、免除できるものとするが、健康診断の期日等についての案内は

必ず行うこと。 

 

【※２】人間ドック受診者の取扱い 

     人間ドック受診者は、その結果を定期健康診断の結果に替えるので、上記５の表中の

４のとおり、所属所において実施する結核検診・基本検診・胃検診（対象年齢の者）は 

すべて免除し、本人の希望による受診も不可とするので、受診者の取扱いには十分注意

すること。 

なお、受診者の都合等により人間ドック受診を辞退した場合は、定期健康診断の受診

対象となるので、必ず受診させること。 

 

 

６ 実施方法 

     各所属の定期健康診断の検診種目毎の実施方法は、「令和６年度 教職員定期健康診断実

施要項」の各検診実施細目に準ずる。 

 

   受診上の注意事項 

    （１） 受診時の服装は、Ｘ線検査や聴打診等を受けやすいものにすること。 

    （２） 受付時間を厳守すること。 

    （３） 血液検査を受ける場合：午前受診の場合は朝食を、午後受診の場合は昼食をとらな 

いこと。 

※ 「ＨｂＡ１ｃ」の検査には空腹時間の制限はないが、空腹時血糖、中性脂肪値 

への影響が考えられるため。 
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（４） Ｃ型肝炎ウイルス検査については、問診票とパンフレットを別途送付するので、受診 

     希望者は問診票に必要事項を記入の上、定期健康診断時に受診すること。 

ただし、次のイ又はロに該当する場合は、受診の必要はない。 

イ 過去に肝炎ウイルス検査等を受診し、検査結果が判明している。 

     ロ 現在又は過去に、Ｃ型肝炎の治療（経過観察も含む。）を受けている。 

 

７ 健康診断結果の通知について 

（１） 健診委託機関から所属長宛て通知する。 

（２） Ｃ型肝炎ウイルス検査の結果は、親展扱いの封書で本人に通知する。 

（３） 検査の結果、精密検査等が必要と判断された者は、速やかに医療機関等で受診する 

こと。 

  （４） 高齢者の医療の確保に関する法律第２７条第３項の規定により、４０歳以上の教 

職員については、定期健康診断の結果を医療保険者（公立学校共済組合等）へ提供 

することとする。 

これは、平成２０年４月から４０歳以上を対象として、特定健康診査が実施された 

ことに伴い、定期健康診断を受診した場合は、その結果を医療保険者（公立学校共済 

組合等）が受領することにより特定健康診査を行ったものとされるためである。 

 

８ 服務上の取扱い  

職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年宮城県条例第８号）第２条第２号の

規定により、職務に専念する義務を免除する。 

   なお、免除手続きは、平成１３年３月２７日付け教第５０６号による教育長通知の記１（３）

④により、健康診断実施通知による包括承認とする。 

 

（１） 承認期間は、職務の円滑な遂行に支障のない範囲において、検診を受ける期間（往復 

に要する時間を含む。）とする。 

      ※ 個人受診する場合は、厚生計画外となるため、年次有給休暇を取得すること。 

 

（２） 第一次検診の結果、異常所見などがあるため、医師の指示によりその原因を特定す 

るための精密検査又は再検査を必要とする場合には、当該検査を受ける期間（往復に  

要する時間を含む。）について職務に専念する義務を免除する。 

     なお、当該検査においては、その回数にかかわらず職務に専念する義務を免除し、  

また、当該検査の手続きのために医療機関へ赴く際も、職務に専念する義務を免除 

する。 

ただし、検査結果を聞くためだけの場合には免除されないので注意すること。 

 

９ その他 

   本要項に定めのないことは「令和６年度 教職員定期健康診断実施要項」と同様とする。 
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単位 A：基準範囲　
B：要観察
（境界値）

C：要再検 D：要医療

mmHg 129以下 130～139 140～159 160以上

mmHg 84以下 85～89 90～99 100以上

－ （－） （±） （＋） （＋＋）以上

－ （－） （±）以上

－ （－） （±） （＋） （＋＋）以上

－ （±） （＋） （＋＋）以上 －

359以下
600以上
12.0以下
18.1以上
35.3以下
51.0以上
329以下
550以上
11.0以下
16.1以上
32.3以下
48.0以上

3000以下

9.9以下

40.0以上

ＩＵ／L 0～30 31～35 36～50 51以上

ＩＵ／L 0～30 31～40 41～50 51以上

ＩＵ／L 0～50 51～80 81～100 101以上

59以下

180以上

29以下

500以上

ｍｇ/ｄl 99以下 100～109 110～125 126以上

ｍｇ/ｄl 139以下 140～199 200以上

％ ～5.5 5.6～5.9 6.0～6.4 6.5以上

2.0以下

8.0～8.9

クレアチニン 男 ｍｇ/ｄl 1.00以下 1.01～1.09 1.10～1.29 1.30以上

クレアチニン 女 ｍｇ/ｄl 0.70以下 0.71～0.79 0.80～0.99 1.00以上

ml/分/1.73㎡ 60.0以上 45.0～59.9 44.9以下

－ 異常なし

－ 異常なし

32.4～35.4

腎機能

eGFR

空腹時血糖

ｍｇ/ｄl

HbA1c

血糖

150～299

35.5～43.9

34以下

140～179

ｍｇ/ｄl

10000以上

10.0～12.2

9000～9900

12.3～14.4, 33.0～39.9

潜血

ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ

蛋白

随時血糖

男

糖

赤血球数

ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ

血色素量

女

400～539赤血球数

γ-GTP

宮城県教育委員会定期健康診断（基本検診）判定基準

104/μl

g/dl

％

104/μl

尿

g/dl

血　圧

検査項目

％

40以上

血色素量

最高

最低

360～489

3１00～8400

12.1～14.5

血小板数

30～149

35.4～38.4

ＡＳＴ（GOT）

14.5～32.9

ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ

白血球数 8500～8900

LＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

35～39

眼　　　　底

医師の診断による

医師の診断による

中性脂肪

7.1～7.9 9.0以上2.1～7.0

300～499

ｍｇ/ｄl

血　液

/ul

16.4～18.0

心　電　図

ｍｇ/ｄl 60～119 120～139

ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

104/μl

13.1～16.3

44.0～47.9

尿　酸

脂　質

肝機能 ＡＬＴ（GPT）

令和３年４月１日～(日本人間ドック学会基準を参考に一部改正）

540～599  360～399　

38.5～48.9 49.0～50.9

11.1～12.0

330～359

14.6～16.0

12.1～13.0

490～549
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〈定期健康診断 受診者名簿作成の流れ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈名簿提出後、職員に受診異動があった場合〉 

【追加する場合の例】 

○ 人間ドックを辞退して、定期健康診断を受けることとなった。 

○ 年度途中での任用。 

【取消する場合の例】 

○ 病気休暇に入ることとなった。 

○ 個人受診に変更した。 

○ 年度途中での退職。 

○ 人間ドックの追加決定となった。 

・・・等 

※ 受診の異動があった場合は、福利健康班へ異動連絡票  

（別紙様式６－１または６－２）を提出。 

各所属 

結核検診・基本検診名簿 
各所属 

胃検診名簿 

健診委託機関 福利課 福利健康班 

②

提

出 
提

出 

各所属 

「宮城県教職員定期健康診断 

 異動連絡票」 

【追加】別紙様式６―１ 

【取消】別紙様式６－２ 

（
デ
ー
タ
提
供
） 

① 

名
簿
作
成
依
頼 

② 

名
簿
デ
ー
タ
提
出 

提
出 

定期健康診断受診免除者について 

○ 定期健康診断（結核・基本・胃検診）はすべての教職員に受診する義務があります。 

（労働安全衛生法第 66条第５項、宮城県教育委員会職員安全衛生管理規定第 36条） 

受診しなかった場合には、その理由を届け出る必要があります。 

○ 受診免除者には、各種休暇取得中で受診しなかった者（病気休暇・育児休業等）、個人受診等が

含まれます。なお、個人受診した職員は診断書・受診結果等もしくは健康診断結果票（別紙様式２）

を所属長に提出する必要があります。（宮城県教育委員会職員安全衛生管理規定第 36 条）所属長

は、その結果を職員安全衛生管理者（副教育長）まで報告しなければなりません。 

               → 「宮城県教職員定期健康診断受診免除者名簿」の作成・提出 

① 

名
簿
作
成
依
頼 

胃ファイバー検査 

別紙様式５ 
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【定期健康診断の対象者等について Q＆A】 

 

Q１ 定期健康診断の対象者に１週間の勤務時間が正規職員のおおむね２分の１以上と

ありますが、どの程度の勤務時間となりますか。 

 

A１  １週間の勤務時間として、１９時間２２．５分以上の職員を対象としてください。 

 

 

Q２ 複数校を兼務する職員がいます。この職員、定期健康診断の対象になりますか。 

 

A２ 県立学校間での複数勤務で、１週間の勤務時間を合算し１９時間２２．５分以上で

あれば、定期健康診断の対象となります。 

 

＊ 兼務する職員については、管理職等に確認の上、他所属での勤務時間数を把握願い

ます。対象となる場合は、該当する職員本人へ受診についてお知らせ願います。 

 

 

Q３ 複数校を兼務する職員（１週間の勤務時間を合算し１９時間２２．５分以上ある者）

は、どこの勤務校で定期健康診断を受ければよいでしょうか。 

 

A３ 原則として、勤務時間数の最も多い所属で定期健康診断を受けることになります。

その場合は、その所属における「定期健康診断の受診者」として追加し、健診委託機

関及び福利課へ報告してください。 

   同程度の勤務時間数の場合は、該当職員が申し出た所属において「定期健康診断の

受診者」として追加し、報告してください。  

  

 ＊ 各所属において「定期健康診断の受診者」を健診委託機関及び福利課への報告後、 

新たな任用等で追加が必要となった場合は、「宮城県教職員定期健康診断異動連絡票

【追加】」（別紙様式６－１）により、福利課まで追加報告願います。 

 

 

Q４ 定期健康診断の該当職員で、所属の巡回健診日に受診できない場合は、どうすれば

よいですか。 

 

A４ やむを得ない事由があるときは、他所属の巡回健診日または健診委託機関において

受診願います。なお、健診委託機関において受診の場合は、福利課より別途通知しま

すが、なるべく自所属及び他所属の巡回健診を活用願います。 
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